
令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
国
土
交
通
省
令
第
百
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
律
を
実
施
す
る
た
め
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

建
築
基
準
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
か
ら
別
記
第
七
号
様
式
ま
で
、
別
記
第
十
五
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
五
号
の
三
様
式
ま
で
、
別
記
第
十
七
号
様
式
、
別
記
第
十
八
号
様
式
、
別
記
第
十
八
号
の
四
様
式
か
ら
別
記
第
十
八
号
の
十
一
様
式
ま
で
、
別
記
第

二
十
号
の
二
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
二
号
様
式
ま
で
、
別
記
第
二
十
三
号
の
二
様
式
、
別
記
第
二
十
四
号
様
式
、
別
記
第
二
十
七
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
九
号
様
式
ま
で
、
別
記
第
三
十
号
の
二
様
式
、
別
記
第
三
十
一
号
様
式
、
別
記
第

三
十
五
号
様
式
か
ら
別
記
第
三
十
五
号
の
三
様
式
ま
で
、
別
記
第
三
十
五
号
の
五
様
式
、
別
記
第
三
十
六
号
様
式
、
別
記
第
四
十
二
号
の
三
様
式
か
ら
別
記
第
四
十
二
号
の
六
の
三
様
式
ま
で
、
別
記
第
四
十
二
号
の
六
の
五
様
式
、
別
記
第

四
十
二
号
の
六
の
六
様
式
、
別
記
第
四
十
二
号
の
十
二
の
四
様
式
か
ら
別
記
第
四
十
二
号
の
十
二
の
十
一
様
式
ま
で
、
別
記
第
四
十
二
号
の
十
四
の
二
様
式
か
ら
別
記
第
四
十
二
号
の
十
六
の
二
様
式
ま
で
、
別
記
第
四
十
二
号
の
十
七
の
二

様
式
か
ら
別
記
第
四
十
二
号
の
十
九
の
二
様
式
ま
で
、
別
記
第
四
十
二
号
の
二
十
二
様
式
か
ら
別
記
第
四
十
二
号
の
二
十
三
の
二
様
式
ま
で
、
別
記
第
四
十
二
号
の
二
十
三
の
四
様
式
及
び
別
記
第
四
十
二
号
の
二
十
三
の
五
様
式
中
「印

」

を
削
る
。

（
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
中
「
及
び
第
十
三
号
」
を
削
る
。

第
四
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
三
条
第
七
項
の
規
定
は
、
住
宅
型
式
性
能
認
定
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
図
書
の
受
理
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
」
と
あ
る
の
は
、「
登
録
住
宅
型
式
性
能
認
定
等
機
関
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
三
条
第
七
項
の
規
定
は
、
型
式
住
宅
部
分
等
製
造
者
認
証
申
請
書
及
び
型
式
住
宅
部
分
等
製
造
者
認
証
申
請
添
付
図
書
の
受
理
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中「
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
」と
あ
る
の
は
、「
登

録
住
宅
型
式
性
能
認
定
等
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
七
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
三
条
第
七
項
の
規
定
は
、
認
証
型
式
住
宅
部
分
等
製
造
者
更
新
申
請
書
及
び
型
式
住
宅
部
分
等
製
造
者
認
証
申
請
添
付
図
書
の
受
理
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
」
と
あ
る
の

は
、「
登
録
住
宅
型
式
性
能
認
定
等
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。





令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

２

第
三
条
第
七
項
の
規
定
は
、
認
証
型
式
住
宅
部
分
等
製
造
者
変
更
届
出
書
の
受
理
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
」
と
あ
る
の
は
、「
登
録
住
宅
型
式
性
能
認
定
等
機
関
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
製
造
事
業
廃
止
届
出
書
」
の
下
に「（
第
三
項
に
お
い
て
単
に
「
製
造
事
業
廃
止
届
出
書
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
三
条
第
七
項
の
規
定
は
、
製
造
事
業
廃
止
届
出
書
の
受
理
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
」
と
あ
る
の
は
、「
登
録
住
宅
型
式
性
能
認
定
等
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
二
条
中
「
試
験
申
請
書
」
の
下
に「（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
試
験
申
請
書
」
と
い
う
。）」
を
、「
図
書
」
の
下
に「（
次
項
に
お
い
て
「
試
験
申
請
添
付
図
書
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
三
条
第
七
項
の
規
定
は
、
試
験
申
請
書
及
び
試
験
申
請
添
付
図
書
の
受
理
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
」
と
あ
る
の
は
、「
登
録
試
験
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
記
第
十
一
号
の
四
様
式
、
別
記
第
十
一
号
の
五
様
式
、
別
記
第
三
十
八
号
様
式
、
別
記
第
三
十
九
号
様
式
、
別
記
第
四
十
一
号
様
式
、
別
記
第
四
十
二
号
様
式
、
別
記
第
六
十
号
様
式
、
別
記
第
六
十
一
号
様
式
及
び
別
記
第
六
十
三
号

様
式
中
「印
」
を
削
る
。

（
国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
項
中
「
第
三
十
条
第
六
号
」
の
下
に
「
、
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
八
十
三
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。

（
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
、
第
四
号
様
式
、
第
八
号
様
式
、
第
十
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

（
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
六
及
び
様
式
第
八
中
「印

」
を
削
る
。

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
二
条
の
見
出
し
を「（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
認
め
る
書
類
」
の
下
に
「
の
提
出
」
を
加
え
、「
当
該
書
類
に
代
え
て
、」を
「
所
管
行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
提
出
を
行
う
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
又
は
」
に
改
め
、「
も
の
」
の
下
に
「
の
提
出
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
認
め
る
書
類
」
の
下
に「
の
提
出
」を
加
え
、「
当
該
書
類
に
代
え
て
、」

を
「
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
提
出
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
又
は
」
に
、「
の
提
出
の
う
ち
」
を
「
で
あ
っ

て
、」に
改
め
、「
も
の
」
の
下
に
「
の
提
出
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

別
記
様
式
第
二
十
五
に
よ
る
申
請
書
又
は
そ
の
添
付
図
書
の
う
ち
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
が
認
め
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

提
出
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
又
は
当
該
書
類
に
明
示
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
で
あ
っ
て
、
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関

が
定
め
る
も
の
の
提
出
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
様
式
第
三
か
ら
別
記
様
式
第
十
ま
で
、
別
記
様
式
第
十
三
か
ら
別
記
様
式
第
二
十
ま
で
、
別
記
様
式
第
二
十
三
、
別
記
様
式
第
二
十
四
、
別
記
様
式
第
二
十
六
、
別
記
様
式
第
二
十
八
及
び
別
記
様
式
第
三
十
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
交
付
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。




